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省エネ型建設機械出荷台数

（右）

通常型＋省エネ型建設機械

出荷台数（左）

省エネ型の割合

産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会
電子・電気・産業機械等ＷＧ中間取りまとめ（概要）

（１）オフロード車の排ガス規制

（２）駆け込み需要と反動減

（１）環境・省エネ対応型の特殊自動車の導入促進

○建設機械では、レンタル会社の需要分について、排ガス規制対応のコストアップをレンタル
価格に反映しづらい等の理由から、経過措置期間内の平成２５年度中に建設機械を購入しよう
とする、いわゆる駆け込み需要が発生し、その後は反動減が発生すると予想（図２）。

○建設機械や農業機械を含む特殊自動車における環境規制については、国内における一般
自動車の排ガス規制の進展や国際的な規制強化の流れを受けて、これまでに累次の強化が
実施されている（図１）。

○現状において、最新の排ガス規制に対応した特殊自動車の普及は極めて限定的。ハイブ
リット建機についても出荷台数は総出荷数の約２％程度にとどまっている（図３）。

○これまでも固定資産税の軽減や補助金等の措置が取られてきているが、平成１８年度規制
の経過措置終了を控えた駆け込み需要とその後の反動減等が足下で予想されており、さらな
る導入支援策が必要。

（４）アジアを中心とした新興国における市場環境の整備
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図１：今後の規制導入スケジュール

図２：2013年度以降の国内出荷見通し（試算結果）

図３：省エネ建設機械の普及率

１．現状

（２）国内における燃料使用の適正化

（３）環境技術、省エネ技術開発の促進

○日米欧の排ガス規制は、その規制値においてほぼ整合しているが、法制度や運用では違いが見られるため、個別の規制効果等の整理が必要。
○規制構築の中で、我が国企業による環境技術面での継続的な研究開発を促し、国際的な比較優位を維持・強化していくことが重要。

（５）国際的な制度間調和も視野に入れた合理的かつ効果的な規制の実施

２．今後の政策の方向性

○今後、国内における特殊自動車関連市場については、大幅な成長を見込むことは困難なため
アジアを中心とした新興国市場を確実に獲得していくことが大きな課題。

○新興国市場における排ガス規制水準の引き上げや燃料品質の向上を図り、我が国企業が有
する環境技術における比較優位を十分に発揮できる市場環境を構築することが必要。

資料３


